
 

船舶事故調査報告書 

令和４年１２月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和４年５月３日 １１時３３分ごろ 

発生場所 東京都大島町元町
もとまち

港（大島） 

 元町港突堤灯台から真方位１５２°５５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°４４.８′ 東経１３９°２１.１′） 

事故の概要  プレジャーボートThe
ザ

 Santa
サ ン タ

 Monica
モ ニ カ

は、北西進中、暗岩に乗り揚げ

た。 

事故調査の経過 令和４年６月２９日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート The Santa Monica、５トン未満（長さ９.０８ｍ） 

 ２３５－３１１６６埼玉、株式会社アイテム 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

損傷 両舷プロペラ翼に曲損及び欠損、両舷プロペラシャフトに曲損、右舷

ブラケット基部の船底外板に亀裂 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風速 約８m/s、視界 良好 

海象：潮汐 低潮時（大潮）、潮位 約－２cm（波浮
は ぶ

（大島）） 

事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人４人を乗せ、僚船と共に東京

都新島に向かう途中で元町港に寄港することとした。船長は同港に入

港したことがなかったので、本船は、僚船の先導により同港南側の水

路から入港した。 

 船長は、元町港での休息後、入港時と同様に僚船の後に付いて出港

する予定であったが、離岸後、僚船の出港が遅れており、風もあって

狭い港内で僚船を待つのは危険だと思い、先に出港することとした。 

 船長は、約３～４ノットの対地速力で堤防に囲まれた狭い水路を通

過して右転し、左舷側に敷設された消波ブロックから距離を取ろうと

水路の右舷寄りを通って北西進したところ、船底に衝撃を感じ、停船

して海中を見ると水面下１ｍ辺りに暗岩を認め、本船が乗り揚げたこ

とに気付いた。 

 船長は、自力航行で元町港に戻って着岸し、船内を確認したところ

浸水を認め、海上保安庁に本事故の発生を１１８番通報した。 

 本船の喫水は、船首が約０.６ｍ、船尾が約１.１ｍであった。 

 船長は、僚船の船長が数回元町港に寄港した経験があり、僚船の後

に続いて航行すれば危険はないと聞いていたので、事前に水路調査を

行っていなかったが、本事故後、地元の漁業関係者から、本事故発生

場所付近では大潮の干潮時に暗岩が海面近くとなることを聞いた。 



 

分析  本船は、大潮の低潮時、元町港南側の水路から出港する際、船長が

事前に水路調査を行っておらず、同水路周辺の浅所等の状況を知らず

に航行したことから、潮位によって海面近くとなった暗岩に気付か

ず、同岩に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、元町港への寄港経験がある僚船の先導で出入港を行う予定

であったことから、事前に水路調査を行っていなかったものと考えら

れる。 

原因  本事故は、大潮の低潮時、本船が、元町港南側の水路から出港する

際、船長が同水路周辺の浅所等の状況を知らずに航行したため、潮位

によって海面近くとなった暗岩に気付かず、同岩に乗り揚げたものと

考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行を予定する海域について事前に水路調査を行い、浅

所等から十分に距離を隔てて航行すること。 

 ・船長は、通航経験のない港や水域を航行する場合、僚船の先導に

よって航行することが望ましい。 

 


